
イネカメムシの大量発生による被害を抑制することにより、米の安定的な収量確保及び品質向上を
図ることを目的とし、令和８年産米に使用するイネカメムシ防除用農薬購入費の一部補助を行います。

次のいずれかに該当する令和８年産の米穀の生産者
１ 市内に住所を有する方
２ 市内に事業所を有し、かつ、市内に営農地を有する法人
３ 市内に農地を有する認定農業者及び認定新規就農者

以下のいずれか少ない額
・令和８年産米に使用する農薬購入費に相当する額
・農薬を使用する農地の面積１０ａにつき９４０円を乗じた額

※同一のほ場に対する補助は年度内１回限り

下記の流れに従って、申請してください。

１.イネカメムシ防除用農薬を購入（代金を支払い）し、ほ場で使用する

対象となる農薬は以下の要件を全て満たすものです。 ※購入先の指定はございません。
・令和８年産米に使用すること（申請は農薬使用後に行っていただきます。）
・市内の水田又は陸田で用いること
・適用農作物等の範囲に、稲が含まれ、かつ、適用病害虫の範囲にイネカメムシが含まれること
※箱施用の農薬は対象外となります

２.申請書等の作成・提出する ※提出締切 令和９年1月31日まで

記入例を参考に、以下の書類を作成し、農業振興課まで提出する。
①坂戸市イネカメムシ防除用農薬購入費補助金交付申請書（様式第１号）
②領収書の写し（農協以外で購入した方）
③農薬の説明書の写し（袋に記載がある場合は袋の写真など）
④坂戸市イネカメムシ防除用農薬購入費補助金交付請求書（様式第３号）
⑤同意書

３.確認・補助金の支払（市）

市に届いた書類の確認を行います。問題なければ、指定の口座に補助金の支払いを行います。
※内容に不備等があった際は、連絡させていただく場合がございます。

坂戸市イネカメムシ防除用農薬購入費補助金

対象者

補助額

申請方法

【提出先】
〒350-0292 坂戸市千代田1-1-1
坂戸市役所農業振興課 農業振興係

１

します

申請の手引き市内の稲作農家の皆様へ



交付申請書（様式第１号） 記入例

購入した農薬の金額を記入します。
●税込金額を記入してください。
●値引きがある場合は、

値引き後の金額を記入してください。

電話番号は日中連絡がつく番号で
お願いします。

農薬を使用した農地の地番と面積を
記入してください。

①と②の少ない方の金額を記入してください。

③の金額を記入してください。

面積の合計を記入してくだ
さい。

農薬を使用した面積（㎡）×0.94の数字
を記入してください。（100円未満切捨）
例:2,832×0.94=2,662.08 ⇒ 2,600

２



交付請求書（様式第２号） 記入例

同意書 記入例

３

氏名を記入します。

振込先を記入します。
※いるま野農協宮町支店・入西支店の

預金口座をご利用の方は店舗名等が
変更されている場合があります。
ご注意ください。

補助金交付請求額を記入します。
●申請書の補助金申請額と同じ金額にします。

電話番号は日中連絡がつく番号で
お願いします。



【提出書類】

☐１ 坂戸市イネカメムシ防除用農薬購入費補助金交付申請書
（様式第１号）

□「日付」「住所」「氏名」「電話番号」が正しく記入されている
□補助金交付申請額が正しく記入されている
□防除した農地の一覧が正しく記入されている（単位は㎡）

☐２ 領収書の写し

□領収日、購入者氏名、購入業者名、購入商品（イネカメムシ防除用農薬）がわかる領
収書である

※農協以外から購入商品がある場合は、購入したものの領収書を提出してください。

☐３ 農薬の説明書の写し

□製品名、適用農作物・病害虫がわかる書類である（袋に記載がある場合は袋の写真）

☐４ 坂戸市イネカメムシ防除用農薬購入費補助金交付請求書
（様式第3号）

□「住所」「氏名」「電話番号」が正しく記入されている
□請求金額が正しく記入されている
□口座情報が正しく記入されている
※いるま野農協宮町支店・入西支店の預金口座をご利用の方は、店舗統合に伴い

店舗名等が変更しておりますので、ご注意ください。

☐５ 同意書

※農協で購入商品がある場合は、必ず記入してください。

-------------------------------------------------------------------------

【注意事項】

１ 申請書の記載内容について

※購入商品に対し料金の値引きがある場合は、
値引き後の金額で申請してください。

※領収書に購入商品の記載がない場合は、納品書を添付するなど、
何の商品を購入したかわかるように申請してください。

４

【お問い合せ】
坂戸市役所農業振興課 農業振興係
☎049-283-1419（直通）
✉sakado34@city.sakado.lg.jp

市ホームページ

提出前にチェック☑しましょう！

偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明した場合は、
補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金については、
その全部又は一部を返還しなければなりません。


